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鎌倉中期の東大寺大勧進に関する基礎的考察（下）

　
　
　

は
じ
め
に

一

行
勇
没
後
の
大
勧
進

二

鎌
倉
中
期
の
造
営
事
業
と
大
勧
進　
　
　
　
（
以
上
、『
史
窓
』
七
八
号
）

三

講
堂
再
建
の
余
波
│
大
野
本
郡
を
め
ぐ
る
相
論

寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
に
周
防
国
が
造
営
料
国
に
寄
せ
ら
れ
、
翌
年
に
富

海
・
大
前
新
荘
・
大
野
本
郡
・
吉
敷
本
郡
・
上
得
地
・
束
荷
や
末
武
領
等
の
新
立

荘
保
が
国
衙
に
付
さ
れ
た
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
延
応
二
年
（
一

二
四
〇
）
に
肥
前
国
と
相
博
さ
れ
た
上
得
地
保
）
48
（

を
除
く
と
、
上
記
の
所
領
に
つ
い

て
は
そ
の
後
の
状
況
を
具
体
的
に
語
る
史
料
は
殆
ど
残
っ
て
い
な
い
の
が
実
状
で
）
49
（

、

そ
れ
故
に
鎌
倉
中
期
の
特
有
の
問
題
と
し
て
当
該
期
の
国
衙
領
を
め
ぐ
る
問
題
を

注
視
し
た
研
究
も
皆
無
で
あ
る
。
た
だ
、
大
野
本
郡
に
関
し
て
い
う
と
断
片
的
な

が
ら
も
若
干
の
関
連
史
料
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
本
章
で
は
大
野
本

郡
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

最
初
に
本
章
で
扱
う
史
料
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
東
大
寺
図
書
館
所

蔵
「
中
論
疏
第
二
抄
」
の
紙
背
文
書
）
50
（

の
中
に
大
野
本
郡
に
関
わ
る
文
書
（
以
下
、

史
料
Ｃ
）
が
一
通
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
聖
教
は
、
奥
書
か
ら
弘
安
十
年
（
一
二

八
七
）
十
一
月
七
日
に
「
酉（醍
醐
）酉

三
論
宗
行
信
」
に
よ
っ
て
筆
録
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
の
で
）
51
（

、
紙
背
文
書
の
年
代
は
こ
れ
以
前
と
な
る
。
当
該
史
料
は

畠
山
聡
氏
に
よ
っ
て
既
に
全
文
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
が
）
52
（

、
翻
刻
の
一
部
に
文

意
の
通
じ
難
い
箇
所
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
改
め
て
釈
読
し
直
し
た
も
の
を
示
し

て
お
き
た
い
。

【
史
料
Ｃ
】

宿
曜
師
珍
智
法
眼
申
周
防
国
大
野
本
郡
事
、
初
度
訴
陳
状
并
度
々

院
宣
等

披
露
衆
中
候
之
処
、
此
事
貞
永
年
中
被
返
付
国
衙
之
後
、
五
十
余
年
之
間「余
当
」、

当
知
行
□
無
相
違
、
其
上
定
親
僧
正
寺
務
之
時
、
一
□
（
々
）支

申
候
之
処
、
了
心

法
印
為
断
向
後
之
濫
□
、
経

上
奏
候
之
日
、
康
元
二
年
被
下
安
堵
院
宣
候
了
、

仍
珍
智
之
謀
訴
顕
然
之
□
、
不
被
下
第
二
度
訴
状
、
直
被
召
康
元
院
宣
正
文

候「候
之
条
、既
非
次
第
之
」

之
条
、
既
非
次
第
之
御
沙
□
、
奉
行
之
偏
頗
候
歟
、
此
条
尤
可
被
申
聞
候

之「尋
下
候
」
処
、
度
々
被
尋「尋
下
正
文
候
之
条
」

下
正
文
候
之
条
、
存
外
候
、
如
此
之
文
書
、
代
々
令
伺
寺

庫
重
書
之
後
、
□
無
返
納
紛
失
事
候
之
間
、
輙
不
可
出
之
由
、
有
満
寺
衆
議

事
切
候
畢
、「猶
」所

詮
被
究
次
第
沙
汰
、
被
尽
訴「下
御
使
、可
被
候
歟
」

陳
之
後
、
猶
可
有
御
不
審
者
、

下
御
使
可
被
実
検
候
歟
、
大
方
度
々

□
事
旧
、
年
々
知
行
無
相
違
候
之
上

鎌
倉
中
期
の
東
大
寺
大
勧
進
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
（
下
）

小

原　
　

嘉

記



20

史　　　窓

者
、
今
□
依
彼
濫
訴
不
可
及
御
沙
汰
候
哉
、
次
下
北
□
重
直
申
同
国
得
善

保
々
司
職
事
、
云
開
□
田
地
、
云
相
伝
之
文
書
、
彼
此
無
其
実
候
之
□
、
直

掠
賜

院
宣
、
令
濫
妨
保
内
之
由
、
去
比
□
以
飛
脚
触「申
候
之
」

申
候
之
間
、「候
之
間
」

不
可
叙

用
之
由
、
依
衆
□
下
知
候
了
、
両
条
共
以
可
令
申
沙「沙
汰
」汰
給
、
□
猶
不
事
行
候

者
、
差
上
寺
官
等
、
可
経

奏
□
由
、
評
定
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　

八
月
四
日　
　
　
　
　

年
預
五
師
実
□

　
　

謹
上

大
勧
進
上
人
御
房
「
大
勧
」

本
史
料
の
年
代
等
に
つ
い
て
は
既
に
別
の
と
こ
ろ
で
検
討
を
行
っ
た
の
で
）
53
（

、
こ

こ
で
は
大
野
本
郡
に
関
す
る
点
を
中
心
に
そ
の
知
見
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

・
史
料
Ｃ
の
年
代
は
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
に
比
定
で
き
、
弘
安
徳
政
に
関

わ
る
訴
訟
と
考
え
ら
れ
る
。

・
康
元
二
年
（
一
二
五
七
）
に
「
安
堵
院
宣
」
が
出
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
実
際

に
後
嵯
峨
上
皇
院
宣
が
下
さ
れ
た
の
は
建
長
八
年
（
十
月
に
康
元
に
改
元
）

と
考
え
ら
れ
る
。

・
珍
智
は
珍
也
流
宿
曜
師
（
興
福
寺
僧
）
で
、
同
流
は
京
・
鎌
倉
に
展
開
し
た

有
力
な
一
派
で
あ
っ
た
。

・
史
料
上
か
ら
確
認
で
き
る
珍
智
の
活
動
時
期
は
十
三
世
紀
末
〜
十
四
世
紀
初

頭
な
の
で
、
鎌
倉
中
期
に
訴
訟
を
起
こ
し
た
の
が
珍
智
と
す
る
と
か
な
り
の

若
年
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
鎌
倉
中
期
の
訴
人
は
珍
智
の
先
師
と
い
う
可
能

性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
以
下
で
は
鎌
倉
中
期
の
訴
訟
に
関
わ
る
波
線
部
の
記

述
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。

ま
ず
波
線
部
の
う
ち
、
こ
の
相
論
の
結
論
を
述
べ
た
「
康
元
二
年
被
下
安
堵
院

宣
候
了
」
の
部
分
を
み
よ
う
。
こ
の
年
紀
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
先
に
触
れ
た
が
、

元
来
こ
の
箇
所
は
「
康
元
〻
年
」（
建
長
八
年
）
と
あ
る
べ
き
だ
っ
た
。
い
ず
れ

に
し
て
も
こ
こ
だ
け
を
読
め
ば
、
相
論
は
東
大
寺
側
の
勝
訴
で
終
わ
っ
た
よ
う
に

み
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
つ
い
て
は
一
考
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
東

大
寺
が
「
安
堵
院
宣
」
と
呼
ん
だ
文
書
の
内
容
と
様
式
に
関
す
る
点
で
あ
る
。
実

は
こ
の
院
宣
の
写
が
「
口
宣
綸
旨
院
宣
御
教
書
案
」
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
全
文

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
左
に
示
そ
う
。

当
国
大
野
本
郡
事
、
具
申
入
之
処
、
早
任
貞
永

綸
旨
、
不
可
有
相
違
之

由
、
院
宣
所
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　
　

八
月
二
十
六
日　
　
　
　
　

権姉小
路中
納
言
在
判

　
　
　

東
大
寺
大
勧
進
御
房

史
料
の
本
文
に
「
任
貞
永

綸
旨
、
不
可
有
相
違
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
院

宣
は
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
の
後
堀
河
天
皇
綸
旨
の
通
り
に
す
る
よ
う
に
と
述

べ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
要
す
る
に
「
東
大
寺
造
営
之
間
」
と
い
う
限
定
条
件
の

も
と
で
新
立
荘
保
の
顛
倒
を
認
め
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
よ
っ
て
こ
れ
を
も
っ
て

大
野
本
郡
の
領
有
権
が
東
大
寺
に
認
め
ら
れ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
文

書
を
「
安
堵
院
宣
」
と
呼
ぶ
の
は
過
剰
な
主
張
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し

た
点
は
文
書
様
式
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
一
般
に
裁
許
状
と
し
て
発
給
さ
れ
る
院

宣
は
書
下
年
号
に
な
る
が
、
こ
の
院
宣
に
は
年
紀
が
な
い
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
当

該
院
宣
に
は
東
大
寺
の
権
利
を
永
続
的
に
正
当
付
け
る
よ
う
な
公
験
と
し
て
の
性

格
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
聖
断
の
院
宣
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
よ
っ
て
こ

の
文
書
は
本
来
的
に
は
弘
安
の
訴
訟
で
東
大
寺
の
切
り
札
に
な
る
よ
う
な
文
書
と

は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
東
大
寺
は
本
主
へ
の
所
領
返
還
を
先
送
り
す
る
こ
と
に
成
功
し
た

わ
け
で
、
そ
の
点
で
は
東
大
寺
に
と
っ
て
有
利
な
内
容
に
は
な
っ
て
い
た
。
院
宣
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鎌倉中期の東大寺大勧進に関する基礎的考察（下）

の
下
さ
れ
た
建
長
八
年
は
講
堂
再
建
が
よ
う
や
く
完
了
し
、
二
十
年
以
上
に
わ
た

る
大
規
模
造
営
事
業
が
一
段
落
付
こ
う
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
。
東
大
寺

は
講
堂
・
三
面
僧
房
が
成
っ
て
も
な
お
未
造
堂
舎
は
残
っ
て
お
り
、
伽
藍
造
営
事

業
は
中
途
段
階
だ
と
い
う
論
法
で
所
領
の
還
付
を
回
避
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の

だ
ろ
う
。
逆
に
い
う
と
本
主
側
は
寛
喜
以
降
の
伽
藍
再
建
の
中
心
で
あ
っ
た
講
堂

の
造
畢
に
見
通
し
が
つ
い
た
と
い
う
判
断
の
も
と
、
所
領
返
還
を
求
め
て
訴
訟
を

行
っ
た
の
だ
と
理
解
で
き
る
と
思
う
。
た
だ
し
本
主
側
の
提
訴
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に

つ
い
て
は
少
々
慎
重
に
考
え
て
お
く
べ
き
点
が
あ
る
。
具
体
的
い
う
と
史
料
Ｃ
の

破
線
部
の
解
釈
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
な
の
は
、「
定
親
僧
正
寺
務
之
時
、
一（
々
）

□
支
申
候
」
と
い
う
記
述

で
あ
る
。
ま
ず
基
本
的
な
点
を
確
認
し
て
お
く
と
、
定
親
は
仁
治
二
年
（
一
二
四

一
）
か
ら
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
ま
で
の
長
期
に
わ
た
っ
て
東
大
寺
別
当
の
任

に
あ
り
、
こ
の
間
に
行
勇
・
円
琳
・
円
審
・
了
心
と
円
照
が
大
勧
進
を
務
め
た
。

従
っ
て
定
親
が
寺
務
の
時
に
訴
訟
が
起
こ
り
、
了
心
が
院
宣
を
申
し
下
し
た
と
い

う
記
述
自
体
に
は
一
見
す
る
と
問
題
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
造
営
料

国
に
関
わ
る
こ
と
は
大
勧
進
の
専
権
事
項
で
あ
る
と
い
う
原
則
か
ら
す
る
と
、
こ

こ
に
部
外
者
と
も
い
え
る
別
当
が
殊
更
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
や
は
り
奇
妙
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
定
親
が
大
勧
進
の
空
白
期
に
造

営
料
国
を
管
領
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
想
起
す
れ
ば
、
不
審
は
解
消
さ
れ
る
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
定
親
は
所
領
相
論
の
当
事
者
に
な
り
得
る
時
期
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

以
上
の
点
を
勘
案
し
て
、
史
料
Ｃ
の
破
線
部
か
ら
大
野
本
郡
を
め
ぐ
る
訴
訟
が

起
こ
さ
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
を
考
え
る
と
、
論
理
的
に
は
お
お
よ
そ
次
の
三
つ
の

ケ
ー
ス
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

①
別
当
定
親
が
国
司
の
時
に
訴
訟
が
始
ま
り
、
大
勧
進
了
心
の
時
に
結
審
し
た
。

②
別
当
定
親
が
国
司
の
時
に
訴
陳
が
行
わ
れ
て
結
審
に
至
る
も
、
そ
の
数
年
後

に
何
ら
か
の
事
情
で
大
勧
進
了
心
が
改
め
て
院
宣
を
申
し
下
し
た
。

③
別
当
が
定
親
で
、
か
つ
大
勧
進
が
了
心
で
あ
っ
た
時
に
訴
訟
が
起
こ
り
、
了

心
に
よ
っ
て
院
宣
が
申
し
下
さ
れ
た
。

①
②
は
、
破
線
部
の
定
親
・
了
心
に
関
す
る
各
記
述
が
時
系
列
上
の
前
後
関
係

で
記
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
た
も
の
で
、
文
章
の
読
み
方
と
い
う
点
で
は
素
直
な

も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
③
は
両
人
の
記
述
に
時
間
的
懸
隔
は
無

い
と
理
解
し
た
場
合
の
読
み
と
な
る
。
そ
し
て
、
③
を
採
る
と
す
る
と
、
了
心
の

大
勧
進
就
任
年
と
史
料
Ｄ
の
発
給
年
か
ら
し
て
、
本
主
の
提
訴
は
建
長
七
・
八
年

頃
に
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
、
①
②
だ
と
す
る
と
、
提
訴
の
時
期

は
定
親
が
国
司
で
あ
っ
た
寛
元
四
年
〜
宝
治
三
年
（
一
二
四
六
〜
九
）
の
間
と
考

え
ね
ば
な
ら
ず
、
建
長
年
間
よ
り
も
幾
分
遡
る
こ
と
に
な
る
。
破
線
部
の
記
述
が

簡
略
で
あ
る
た
め
、
①
〜
③
の
い
ず
れ
の
解
釈
も
成
り
立
つ
余
地
は
あ
る
。

た
だ
そ
の
一
方
で
、
上
記
の
解
釈
に
は
そ
れ
ぞ
れ
難
点
も
指
摘
し
得
る
。
具
体

的
に
い
う
と
、
①
は
提
訴
か
ら
結
審
ま
で
に
十
年
近
く
も
裁
判
が
続
い
た
と
い
う

点
が
ネ
ッ
ク
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
訴
訟
で
は
結
局
の
と
こ
ろ
明
確
な
領
有

権
の
安
堵
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
長
期
間
に
わ
た
る
訴
陳
に
比
し
て
中
途
半
端
な

終
わ
り
方
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
①
に
は
多
少
の
不
自
然
さ
が
残
る
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
②
は
、
訴
訟
の
あ
っ
た
数
年
後
に
院
宣
を

申
し
下
す
と
い
う
時
差
の
不
自
然
さ
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
こ
と
が
説
明
さ
れ
な

け
れ
ば
、
②
の
解
釈
は
説
得
力
に
欠
け
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
③
は
先

述
し
た
よ
う
に
大
勧
進
の
専
権
事
項
で
あ
る
造
営
料
国
の
案
件
に
つ
い
て
別
当
の

名
が
殊
更
に
出
て
く
る
こ
と
が
や
は
り
理
解
し
づ
ら
い
点
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
も
不
審
点
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
た
だ

し
そ
の
中
で
②
で
指
摘
し
た
点
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
は
可
能

だ
と
思
う
。
そ
れ
は
、
大
野
本
郡
の
訴
訟
は
定
親
が
国
司
の
時
に
行
わ
れ
、
本
主

側
の
訴
え
に
逐
一
反
論
を
加
え
て
東
大
寺
は
当
面
の
所
領
返
還
を
回
避
す
る
こ
と

に
成
功
し
た
。
そ
の
後
、
建
長
末
年
頃
に
講
堂
再
建
が
完
遂
し
た
の
を
契
機
に
再

び
本
主
の
違
乱
が
出
て
来
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
造
営
事
業
は
い
ま
だ
継
続
中
で
あ

る
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
を
も
っ
て
時
の
大
勧
進
了
心
が
改
め
て
院
宣
を
申
し
下
し
た
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
②
の
解
釈
は
①

③
よ
り
も
難
点
は
少
な
い
も
の
に
な
る
と
思
う
。
む
ろ
ん
①
③
の
解
釈
を
全
く
排

除
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
相
対
的
に
②
の
解
釈
の
方
が
妥
当
性
は
高
い
と
判

断
で
き
よ
う
。

な
お
付
言
し
て
お
く
と
、
本
主
の
提
訴
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
建
長
年
間
を
遡
る
②

の
解
釈
を
是
と
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
講
堂
の
造
畢
が
本
主
の
訴
訟
を
惹
起
し

た
と
い
う
捉
え
方
の
大
枠
は
特
に
見
直
す
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
講

堂
の
建
造
自
体
は
行
勇
の
最
末
期
ま
で
に
ほ
ぼ
作
業
を
終
え
て
お
り
、
円
琳
の
時

に
は
造
像
の
方
へ
と
作
事
の
主
軸
が
移
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
②
の
ケ
ー
ス
に

お
け
る
提
訴
の
段
階
で
は
、
③
の
場
合
の
よ
う
に
落
慶
供
養
ま
で
の
見
通
し
は

立
っ
て
い
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
本
主
等
が
講
堂
の
完
成
は
間
近
と
判
断
し
て
も
お

か
し
く
な
い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
②
の
ケ
ー
ス
で
少
し
だ

け
注
意
を
要
す
る
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
造
営
料
所
の
本
来
の
知
行
者
で

あ
る
べ
き
大
勧
進
職
が
空
席
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
勧
進
の
未

補
任
が
し
ば
ら
く
続
く
と
い
う
混
乱
状
況
に
本
主
側
が
つ
け
こ
む
余
地
は
十
分
に

あ
り
得
た
だ
ろ
う
。
定
親
が
国
司
で
あ
っ
た
時
期
に
提
訴
が
あ
っ
た
と
み
た
場
合
、

そ
う
し
た
状
況
も
考
慮
し
て
お
く
必
要
は
あ
る
と
思
う
。

以
上
、
本
主
に
よ
る
大
野
本
郡
の
返
還
訴
訟
が
講
堂
造
畢
と
密
接
に
関
係
す
る

こ
と
、
お
よ
び
円
琳
解
任
後
に
大
勧
進
職
が
空
席
に
な
る
と
い
う
異
常
な
状
況
を

狙
っ
て
提
訴
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
れ
ら
の
知
見
を
踏
ま
え

て
、
次
章
で
は
別
の
所
領
の
事
例
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

四

鎌
倉
中
期
の
国
衙
領
に
関
す
る
相
論

1

得
善
保

得
善
保
は
石
清
水
八
幡
宮
の
末
社
遠
石
別
宮
の
所
領
で
、
石
清
水
祀
官
の
田
中

家
の
別
相
伝
領
と
な
っ
て
お
り
、
鎌
倉
中
期
以
降
は
同
家
庶
流
の
良
清
（
竹
家
）

の
系
統
が
相
承
し
て
い
た
）
54
（

。
た
だ
、
そ
の
一
方
で
同
保
は
半
不
輸
の
国
衙
領
で
も

あ
り
、
鎌
倉
中
期
に
は
国
衙
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
断
続
的
に
起
こ
っ
て
い
た
）
55
（

。
史
料

か
ら
窺
え
る
情
報
は
断
片
的
で
不
明
瞭
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
争
点
は
地
頭
職
の

進
止
（
も
し
く
は
停
廃
）
と
そ
れ
に
と
も
な
う
下
地
支
配
権
の
問
題
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
大
勧
進
と
講
堂
再
建
事
業
の
推
移
に
注
意
し
な
が
ら
相

論
の
概
要
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

㋑
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）

国
衙
と
石
清
水
祀
官
田
中
家
の
相
論
史
料
の
初
見
は
嘉
禎
二
年
五
月
七
日
付
の

摂
政
九
条
道
家
御
教
書
）
56
（

で
あ
る
。
行
勇
は
得
善
保
地
頭
職
に
つ
い
て
事
前
に
幕
府

か
ら
「
関
東
成
敗
状
」
を
入
手
し
た
上
で
朝
廷
に
訴
え
出
た
ら
し
く
、
御
教
書
で

は
「
於
地
頭
事
者
、
已
成
敗
歟
、
押
取
造
寺
用
途
并
済
物
之
条
、
早
可
被
申
子

細
」
と
八
幡
別
当
法
印
（
宗
清
）
に
陳
弁
を
求
め
て
い
る
。「
関
東
成
敗
状
」
の

内
容
は
判
然
と
し
な
い
が
、
行
勇
に
と
っ
て
有
利
な
内
容
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
後
年
の
相
論
の
内
容
か
ら
推
す
と
、
国
司
に
地
頭
職
の
進
止
権
を
認
め
た
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も
の

│
い
わ
ゆ
る
国
衙
補
任
地
頭
（
も
し
く
は
地
頭
職
の
権
益
を
国
司
に
付
与

す
る
こ
と
）
の
認
可
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
う
）
57
（

。

と
も
か
く
も
、
保
内
の
地
頭
職
（
地
頭
名
）
の
領
有
権
と
収
取
権
を
め
ぐ
っ
て

国
司
と
石
清
水
の
間
で
対
立
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
時
期
的
に

は
、
こ
の
前
月
に
「
講
堂
事
始
」
が
あ
り
、
半
年
後
に
は
「
講
堂
柱
立
」
が
行
わ

れ
て
お
り
、
ま
さ
に
周
防
国
と
近
隣
六
か
国
の
御
家
人
に
よ
っ
て
大
々
的
に
材
木

引
が
な
さ
れ
て
い
た
最
中
で
あ
る
）
58
（

。
こ
れ
以
前
の
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
に
は

用
材
や
料
物
の
確
保
を
企
図
し
て
新
立
荘
保
の
顛
倒
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
講
堂

の
建
造
に
本
格
的
に
取
り
か
か
ろ
う
と
す
る
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
大
勧
進
は
半

不
輸
の
国
衙
領
へ
も
手
を
伸
ば
し
て
収
取
の
強
化
を
目
論
ん
だ
も
の
と
理
解
で
き

よ
う
。
行
勇
は
講
堂
再
建
の
進
捗
状
況
に
あ
わ
せ
て
、
公
武
政
権
の
強
力
な
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
の
も
と
有
利
な
形
で
新
立
荘
保
や
別
相
伝
領
・
半
不
輸
領
等
を
整
理
し

て
国
衙
の
支
配
権
を
強
め
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
幕
府
僧
と
し
て
の
面
目
躍
如

と
評
価
も
で
き
よ
う
か
。

㋺
寛
元
五
年
（
一
二
四
七
）

寛
元
五
年
正
月
二
十
六
日
に
行
わ
れ
た
院
評
定
に
お
い
て
八
幡
権
別
当
教
清
と

右
衛
門
尉
盛
範
の
得
善
保
を
め
ぐ
る
相
論
が
審
議
さ
れ
、「
可
被
問
国
司
」
と
定

め
申
さ
れ
た
）
59
（

。
教
清
は
父
宗
清
か
ら
得
善
保
を
伝
領
し
た
人
物
で
あ
る
の
に
対
し
、

右
衛
門
尉
盛
家
は
国
衙
側
の
人
物
と
目
さ
れ
、
お
そ
ら
く
は
国
司
に
よ
っ
て
任
じ

ら
れ
た
保
司
（
あ
る
い
は
地
頭
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

相
論
の
具
体
的
な
内
容
は
不
詳
で
あ
る
が
、
同
保
が
半
不
輸
領
で
あ
っ
た
こ
と

か
、
あ
る
い
は
地
頭
職
に
関
わ
る
収
取
上
の
ト
ラ
ブ
ル
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ

た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
訴
訟
の
タ
イ
ミ

ン
グ
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
前
年
の
五
月
に
大
勧
進
円
琳
が
解
任
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
相
論
は
大
勧
進
の
不
在
と
い
う
異
常
な
状
況
下
で
な
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
石
清
水
側
が
大
勧
進
職
を
め
ぐ
る
混
乱
状
況
に
乗
じ
て
動
い
た
と
解
釈
で

き
よ
う
。
し
か
も
講
堂
の
建
造
作
業
自
体
は
ほ
ぼ
完
成
の
段
階
に
至
っ
て
お
り
、

嘉
禎
年
間
と
比
べ
る
と
朝
廷
が
積
極
的
に
東
大
寺
に
便
宜
を
図
る
必
要
性
は
減
じ

て
い
た
。
そ
う
し
た
点
も
石
清
水
側
の
行
動
を
後
押
し
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み

な
し
得
る
。
一
方
、「
国
司
」
で
あ
っ
た
別
当
定
親
が
早
速
に
三
面
僧
房
の
再
建

に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
造
営
事
業
が
い
ま
だ
終
局
を
迎
え
て
い
な
い
こ
と
を
朝
廷

に
誇
示
す
る
よ
う
な
意
図
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

㋩
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）

建
長
二
年
十
一
月
十
四
日
付
で
八
幡
権
別
当
法
印
（
行
清
）
充
の
次
の
よ
う
な

後
嵯
峨
上
皇
院
宣
）
60
（

が
出
さ
れ
て
い
る
。

当
宮
末
社
周
防
国
遠
石
別
宮
領
得
善
保
地
頭
職
事
、
度
々
院
宣
并
武
家
避
文

分
明
之
上
、
去
八
月
関
東
重
避
之
云
々
、
然
者
早
停
止
国
司
之
妨
、
如
元
為

宮
寺
之
進
止
、
向
後
不
可
有
牢
籠
、
但
新
大
夫
局
一
期
之
際
、
知
行
不
可
令

相
違
、
宜
被
存
其
旨
者
、

こ
こ
か
ら
得
善
保
地
頭
職
に
関
し
て
国
司
の
進
止
権
が
停
止
さ
れ
た
こ
と
が
分

か
る
。「
如
元
為
宮
寺
之
進
止
」
と
あ
る
が
、
次
項
㋥
に
関
わ
る
史
料
も
参
看
す

る
と
実
際
は
地
頭
職
の
停
廃
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
国
衙
に
よ
る
地
頭
名
（
地
頭

職
）
の
下
地
進
止
権
が
退
け
ら
れ
た
と
解
釈
す
る
の
が
整
合
的
で
あ
る
。

ち
な
み
に
こ
の
史
料
に
関
わ
る
人
物
を
整
理
す
る
と
、
遠
石
別
宮
・
得
善
保
は

田
中
宗
清
よ
り
子
息
教
清
に
譲
ら
れ
て
い
た
が
、
教
清
が
宝
治
三
年
（
一
二
四

九
）
頃
に
悪
行
に
よ
っ
て
罪
科
に
処
さ
れ
た
こ
と
で
宗
清
の
所
帯
は
教
清
の
弟
で
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あ
る
行
清
に
譲
り
直
さ
れ
た
）
61
（

。
得
善
保
の
一
期
相
続
を
認
め
ら
れ
た
新
大
夫
局
は

宗
清
女
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
同
保
の
管
領
は
田
中
家
の
新
惣
領
と
な
っ
た
行
清

に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
石
清
水
側

が
幕
府
・
朝
廷
に
地
頭
職
に
つ
い
て
訴
え
た
の
は
行
清
が
田
中
家
の
別
相
伝
領
を

相
承
し
た
直
後
の
こ
と
で
、
行
清
は
相
続
を
契
機
に
所
領
支
配
の
立
て
直
し
と
強

化
を
図
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
の
東
大
寺
側
は
、
前
年
に
よ
う
や
く
新
大
勧
進
と
し
て
円
審
が
任
じ
ら
れ
、

建
長
二
年
に
は
長
ら
く
停
滞
し
て
い
た
講
堂
本
尊
の
造
像
作
業
の
再
開
が
話
し
合

わ
れ
て
い
た
。
ま
た
定
親
の
国
務
期
に
進
め
ら
れ
た
三
面
僧
房
の
再
建
も
建
長
初

年
に
は
造
畢
間
近
に
な
っ
て
い
た
（
第
二
章
参
照
）。
こ
の
よ
う
に
寛
喜
三
年
に

周
防
国
が
寄
せ
ら
れ
て
以
降
の
造
営
事
業
は
間
違
い
な
く
建
長
年
間
に
一
つ
の
区

切
り
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
中
で
な
さ
れ
た
今
回
の
訴
訟
の

裁
定
は
、
も
は
や
行
勇
の
時
の
よ
う
に
東
大
寺
が
公
武
政
権
か
ら
簡
単
に
は
優
遇

措
置
を
引
き
出
す
こ
と
が
難
し
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
少
し
考
慮
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
建
長
三

年
二
月
に
大
勧
進
の
改
替
を
求
め
る
東
大
寺
衆
徒
の
重
申
状
が
出
さ
れ
た
こ
と
で

あ
る
（
第
一
章
参
照
）。
東
大
寺
の
内
部
対
立
は
前
年
に
遡
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ

う
か
ら
、
そ
れ
に
よ
り
大
勧
進
が
石
清
水
の
訴
訟
に
十
分
対
応
で
き
な
か
っ
た
こ

と
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

㊁
建
長
六
年

建
長
二
年
の
朝
廷
の
裁
許
に
不
服
で
あ
っ
た
東
大
寺
側
が
問
題
を
蒸
し
返
し
、

地
頭
職
に
加
え
て
半
不
輸
領
に
つ
い
て
も
「
云
下
地
、
云
所
当
、
可
為
国
衙
進

止
」
と
強
硬
な
主
張
を
展
開
し
た
）
62
（

。
時
の
大
勧
進
（
国
司
）
は
円
審
で
あ
っ
た
が
、

彼
は
地
頭
職
に
関
し
て
「
関
東
返
報
」
が
有
る
と
称
し
て
朝
廷
か
ら
有
利
な
裁
定

を
得
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
円
審
は
建
長
元
年
に

任
に
就
い
た
も
の
の
、
間
も
な
く
し
て
衆
徒
と
の
対
立
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
鎮

ま
っ
た
後
の
建
長
五
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
任
初
に
申
し
下
し
た
官
宣
旨
の
施
行

を
幕
府
に
申
請
し
、
同
年
七
月
に
関
東
下
知
状
を
入
手
し
て
い
た
。
今
回
の
訴
訟

で
国
司
が
切
り
札
の
ご
と
く
言
及
し
て
い
る
「
関
東
返
報
」
と
は
、
こ
の
時
に
幕

府
に
接
触
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
円
審
は
本
格
的
な
国

務
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
、
直
近
の
訴
訟
で
失
っ
た
権
益
の
回
復
を
図
っ
た
も

の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
円
審
が
幕
府
か
ら
強
力
な
後
援
を
得
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
実
際

の
と
こ
ろ
そ
れ
は
極
め
て
疑
わ
し
い
。「
関
東
返
報
」
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
東
大
寺
の
権
益
を
保
証
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
田
中
行
清
が
東
大
寺
側
か
ら
の
訴
え
を
う
け
即
座
に
幕
府
に
申
し

入
れ
て
、「
於
地
頭
職
者
、
被
停
止
畢
、
至
国
領
与
社
領
相
論
事
者
、
不
及
関
東

御
口
入
」
と
い
う
関
東
御
教
書
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
63
（

。
幕

府
は
地
頭
職
に
関
す
る
建
長
二
年
の
「
武
家
避
文
」（
＝
地
頭
職
の
停
止
）
の
内

容
を
改
め
て
追
認
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
件
に
関
し
て
円
審
の
主
張
が
幕
府
に

認
め
ら
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
お
そ
ら
く
「
関
東
返
報
」
の
内
実
は
問
状
御

教
書
の
類
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
円
審
は
幕
府
発
給
文
書
を
か
ざ
す
こ
と
で
、
あ

た
か
も
幕
府
の
裁
許
を
得
て
い
る
か
の
よ
う
に
言
い
立
て
て
朝
廷
に
迫
っ
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、
円
審
の
目
論
見
は
う
ま
く
い
か
な

か
っ
た
。
建
長
六
年
十
二
月
に
は
「
先
度
聖
断
弥
不
可
有
相
違
」
と
い
う
院
宣
が

出
さ
れ
）
64
（

、
建
長
二
年
の
朝
廷
の
判
断
は
覆
ら
な
か
っ
た
。
一
連
の
相
論
で
は
公
武

政
権
か
ら
厚
い
保
護
を
受
け
て
い
た
石
清
水
八
幡
宮
の
政
治
力
が
有
利
に
作
用
し
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た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
得
善
保
の
訴
訟
が
起
こ
っ
た
㋑
〜
㋥
の
時
期
に
つ
い
て
、
東
大
寺
大
勧

進
や
講
堂
造
営
事
業
の
状
況
と
の
関
連
性
を
み
て
き
た
。
こ
れ
に
第
三
章
で
検
討

し
た
大
野
本
郡
の
訴
訟
の
事
例
も
加
え
て
、
小
括
の
意
味
も
こ
め
て
当
該
期
の
所

領
相
論
の
様
子
を
ま
と
め
直
し
て
お
こ
う
。

《
大
勧
進
行
勇
期
》

公
武
政
権
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
も
と
、
材
木
引
や
講
堂
の
建
築
を
始
め
る
直

前
の
時
期
に
新
立
荘
保
の
顛
倒
を
行
っ
た
り
、
国
衙
領
支
配
の
強
化
を
進
め

た
り
し
た
。

《
別
当
定
親
の
国
務
期
》

講
堂
の
建
造
は
ほ
ぼ
作
業
を
終
え
て
い
た
の
に
加
え
て
、
大
勧
進
職
が
空
席

に
な
る
と
い
う
異
常
事
態
に
乗
じ
て
本
主
等
の
訴
訟
が
起
こ
っ
た
。
定
親
は

三
面
僧
房
の
造
営
に
着
手
し
て
、
伽
藍
再
建
事
業
は
継
続
中
で
あ
る
と
い
う

論
理
を
も
っ
て
所
領
の
返
付
を
い
っ
た
ん
回
避
し
た
と
思
わ
れ
る
。

《
大
勧
進
円
審
・
了
心
期
》

三
面
僧
房
も
造
畢
を
迎
え
、
講
堂
本
尊
の
造
像
も
再
開
さ
れ
た
建
長
年
間
に

再
び
所
領
を
め
ぐ
る
問
題
が
起
こ
っ
た
。
大
野
本
郡
に
つ
い
て
は
了
心
が
貞

永
綸
旨
の
内
容
を
再
確
認
す
る
後
嵯
峨
上
皇
院
宣
を
申
し
下
す
こ
と
に
成
功

し
た
が
、
新
立
荘
保
で
は
な
い
得
善
保
に
関
し
て
は
も
は
や
公
武
政
権
か
ら

特
別
な
配
慮
を
得
る
こ
と
は
で
き
ず
、
行
勇
の
時
に
認
め
ら
れ
た
権
益
を
失

う
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
講
堂
再
建
の
進
捗
状
況
や
大
勧
進
の
不
在
期
と
連
動
す
る
よ
う
に

し
て
所
領
問
題
が
起
こ
っ
て
い
た
様
子
が
確
認
で
き
た
と
思
う
。
造
営
事
業
の
進

展
は
、
結
果
と
し
て
行
勇
の
時
に
手
に
入
れ
た
造
営
利
権
を
東
大
寺
が
手
放
す
こ

と
に
繋
が
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
究
極
的
に
い
う
と
造
営
料
国
の
収
公
に
ま
で
及
び

か
ね
な
い
悩
ま
し
い
問
題
で
も
あ
っ
た
。
造
営
が
終
わ
れ
ば
そ
の
財
源
と
な
る
料

所
は
返
還
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
は
鎌
倉
中
期
の
段
階
で
も
人
々
に
は
共
有
さ

れ
て
お
り
、
い
ま
だ
永
代
造
営
料
国
の
よ
う
な
観
念
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
鎌
倉
中
期
に
国
司
と
本
主
等
と
の
間
で
争
わ
れ
た
訴
訟
の
具
体
的
年
代

が
分
か
る
も
の
や
、
時
期
を
あ
る
程
度
絞
り
込
め
る
事
例
は
今
の
と
こ
ろ
上
述
し

た
大
野
本
郡
・
得
善
保
に
限
ら
れ
る
が
、
次
節
以
下
で
は
参
考
事
例
と
し
て
三
つ

の
所
領
の
情
報
に
つ
い
て
補
足
的
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

2

束
荷
保

束
荷
保
は
貞
永
綸
旨
に
よ
っ
て
国
衙
に
付
け
ら
れ
た
所
領
の
一
か
所
で
あ
り
、

断
片
的
な
が
ら
も
室
町
・
戦
国
期
に
東
大
寺
領
と
し
て
の
史
料
的
所
見
が
あ
る
の

で
）
65
（

、
結
局
は
本
主
に
返
付
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

も
と
も
と
こ
の
所
領
は
後
鳥
羽
上
皇
の
生
母
藤
原
殖
子
が
領
有
す
る
七
条
院
領

の
一
つ
で
あ
っ
た
）
66
（

。
七
条
院
領
は
彼
女
が
没
す
る
直
前
の
安
貞
二
年
（
一
二
二

八
）
八
月
に
後
鳥
羽
の
妃
修
明
門
院
（
藤
原
重
子
）
に
譲
ら
れ
、
さ
ら
に
建
長
三

年
に
は
修
明
門
院
が
養
育
し
て
い
た
孫
の
善
統
親
王
が
こ
の
荘
園
群
を
伝
領
す
る

こ
と
に
な
っ
た
）
67
（

。
そ
の
後
、
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
に
善
統
親
王
は
七
条
院
領

三
八
か
所
の
う
ち
二
一
か
所
を
後
宇
多
天
皇
に
進
上
し
、
残
り
二
一
か
所
は
本
所

で
あ
る
親
王
家
に
留
め
置
く
と
い
う
所
領
処
分
を
行
っ
た
）
68
（

。
そ
の
背
景
に
は
善
統

の
異
母
兄
で
あ
る
岩
倉
宮
（
忠
成
王
）
の
系
統
が
七
条
院
領
の
相
続
権
を
主
張
し

始
め
た
こ
と
が
あ
り
、
善
統
は
大
覚
寺
統
か
ら
の
保
護
を
得
る
こ
と
を
画
策
し
た

の
で
あ
る
。
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史　　　窓

善
統
親
王
に
よ
る
所
領
譲
進
の
具
体
相
を
記
し
た
七
条
院
領
目
録
で
は
束
荷
荘

は
後
宇
多
へ
の
進
上
分
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
親
王
家
が
こ

の
時
ま
で
に
同
荘
の
知
行
を
回
復
し
て
い
た
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
後
宇

多
に
進
覧
さ
れ
た
七
条
院
領
目
録
は
安
貞
二
年
に
修
明
門
院
へ
の
譲
与
の
た
め
に

作
成
さ
れ
た
目
録
を
そ
の
ま
ま
下
敷
き
に
し
て
い
て
、
そ
れ
は
束
荷
荘
の
顛
倒
以

前
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
親
王
家
は
安
定
的
に
領
有
で
き
て
い
る
荘
園

は
手
元
に
留
め
る
一
方
で
、
譲
進
分
に
は
問
題
を
孕
む
所
領
を
振
り
分
け
て
い
た

と
い
う
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
束
荷
荘
は
返
還
の

約
束
が
忘
れ
去
ら
れ
た
ま
ま
不
知
行
化
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
譲
進
分
の
方
に
区

分
さ
れ
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

た
だ
し
、
本
主
側
が
こ
れ
ま
で
に
全
く
所
領
返
付
の
要
求
を
考
え
て
い
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
壬
生
家
文
書
の
中
に
正
嘉
元
年
（
一

二
五
七
）
に
比
定
さ
れ
る
次
の
史
料
）
69
（

が
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

抑
周
防
国
束
荷
庄
、
□（承
安
）□

三
年
正
月
八
日
被
下
庄
□
宣
旨
、
彼
符
案
一
通
□

□
□
候
哉
、
正
文
紛
失
、
案
文
□
□
事
候
条
、
所
令
尋
申
□
□
也
、

詳
細
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
承
安
三
年
（
一
一
七
三
）
に
下
さ
れ
た
束
荷
荘

の
荘
号
宣
旨
に
つ
い
て
官
務
に
問
い
合
わ
せ
た
内
容
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
種

の
文
書
が
特
に
必
要
と
な
る
の
は
所
領
相
論
な
ど
で
公
験
を
用
意
す
る
場
合
で
あ

る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
七
条
院
領
の
本
主
の
代
替
わ
り
か
ら
間
も
な
く
し
て
不

知
行
地
を
回
復
す
る
準
備
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
と

思
う
。
仮
に
親
王
家
が
提
訴
に
踏
み
切
っ
た
な
ら
ば
、
そ
こ
で
の
論
点
は
立
荘
以

来
の
由
緒
の
ほ
か
に
、
東
大
寺
造
営
事
業
が
講
堂
の
落
慶
供
養
で
一
区
切
り
が
つ

い
た
と
い
う
こ
と
も
強
く
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。

束
荷
保
に
関
し
て
は
実
際
に
訴
訟
に
ま
で
発
展
し
た
か
ど
う
か
は
確
言
で
き
な

い
が
、
講
堂
・
三
面
僧
房
の
造
営
が
完
了
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
本
主
側
に
所
領
回

復
の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
想
定
で
き
る
と
思
う
。

3

大
前
新
荘

こ
の
荘
園
は
周
防
国
一
宮
玉
祖
社
の
膝
下
所
領
で
、
貞
永
綸
旨
で
顛
倒
さ
れ
た

新
立
荘
保
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
荘
園
を
め
ぐ
っ
て
東
大
寺
と
社
家
の
間
で
争

わ
れ
た
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
以
前
に
触
れ
た
こ
と
が
あ

る
の
で
詳
細
は
省
略
す
る
が
、
円
照
が
大
勧
進
で
あ
っ
た
時
に
聖
断
に
よ
っ
て
荘

内
の
植
松
名
（
植
松
原
郷
）
は
東
大
寺
領
、
そ
れ
以
外
は
玉
祖
社
領
と
す
る
裁
定

が
下
さ
れ
た
）
70
（

。

円
照
の
任
中
の
い
つ
頃
に
こ
の
訴
訟
が
あ
っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
年
未
詳
の

亀
山
上
皇
院
宣
で
は
上
述
の
裁
許
が
出
る
以
前
の
大
前
新
荘
に
関
し
て
、「
且
以

貞
永

綸
旨
、
雖
備
寺
家
之
規
模
、
彼
以
後
度
々
被
付
社
家
畢
）
71
（

」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
東
大
寺
は
貞
永
綸
旨
を
根
拠
と
し
て
大
前
新
荘
の
知
行

を
継
続
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
主
張
は
朝
廷
に
入
れ
ら
れ
ず
、
同
荘
は
社
家
に

返
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
。
玉
祖
社
は
宣
陽
門
院
か
ら
後
深
草
天
皇
に

譲
渡
さ
れ
た
法
金
剛
院
領
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
）
72
（

、
社
家
は
玉
祖
社
の
領
家
の
強

力
な
支
援
の
も
と
で
有
利
な
判
決
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ

そ
の
後
も
東
大
寺
は
引
き
続
き
大
前
新
荘
の
領
有
権
を
訴
え
続
け
た
よ
う
で
、
そ

の
結
果
、
円
照
の
時
に
か
ろ
う
じ
て
同
荘
の
一
部
で
あ
る
植
松
名
を
確
保
で
き
た

の
で
あ
る
。

大
前
新
荘
が
社
家
に
付
け
ら
れ
た
正
確
な
時
期
を
絞
り
込
む
こ
と
は
難
し
い
が
、

円
照
が
同
荘
の
知
行
回
復
を
求
め
る
訴
訟
の
当
事
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、

そ
れ
は
彼
の
大
勧
進
就
任
時
か
ら
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
遡
ら
な
い
時
期
の
出
来
事
で
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あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
思
う
。
も
し
そ
う
し
た
理
解
で
大
過
な
け

れ
ば
、
一
二
五
〇
年
代
の
所
領
相
論
の
事
例
を
さ
ら
に
一
つ
加
え
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
。
と
は
い
え
、
相
論
の
正
確
な
年
代
が
確
定
で
き
な
い
以
上
、
参
考
事
例

に
留
め
ざ
る
を
得
な
い
。

4

朝
倉
保

地
名
辞
典
）
73
（

な
ど
に
よ
る
と
こ
の
所
領
は
建
長
年
間
に
国
衙
か
ら
本
主
に
領
有
権

が
戻
さ
れ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
結
論
か
ら
い
う
と
そ
の
理
解
は
誤
り
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
の
で
、
こ
こ
で
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。

朝
倉
保
（
荘
）
は
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
に
祇
園
社
旬
神
供
・
長
日
大
般
若

仁
王
経
料
所
と
な
っ
た
が
、「
貞
永
元
年
当
庄
被
国
領
之
時
、
為
寄
附
河
内
国
石

川
東
条
庄
、
可
為
永
代
不
輸
之
神
領
）
74
（

」
と
の
宣
旨
が
下
さ
れ
た
と
い
う
。
貞
永
綸

旨
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
新
立
荘
保
と
し
て
顛
倒
さ
れ
た
所
領
が
存
在
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
が
）
75
（

、
た
だ
し
朝
廷
は
そ
の
代
替
地
と
し
て
河
内
国
石
川
東
条
荘
を

祇
園
社
に
寄
せ
た
の
で
、
も
は
や
祇
園
社
が
朝
倉
荘
に
対
す
る
本
主
権
を
主
張
で

き
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
実
際
、
朝
倉
保
は
戦
国
期
ま
で
国
衙
が
権
益
を
保
持

し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
）
76
（

。

で
は
、
建
長
年
間
に
祇
園
社
領
に
戻
っ
た
と
い
う
理
解
の
根
拠
は
何
か
と
い
う

と
、「
祇
園
社
記
」
第
六
）
77
（

で
祭
礼
・
少
将
井
御
旅
所
な
ど
の
由
緒
を
箇
条
書
で
列

挙
し
た
部
分
に
、「
一
周
防
国
朝
蔵
荘
濫
傷
事
建
長
年
間
」
と
み
え
る
点
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
直
後
に
は
「
一
河
内
国
東
条
庄
替
地
御
寄
進
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
東
条
荘
が
替
地
と
し
て
寄
進
さ
れ
た

こ
と
の
正
当
性
を
説
明
す
る
た
め
に
本
来
の
根
本
所
領
で
あ
っ
た
朝
倉
荘
の
由
来

を
挙
げ
る
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
朝
倉
荘
に
つ
い

て
は
祇
園
社
領
と
し
て
の
濫
觴
が
ト
ピ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
所
領
の
起

源
が
建
長
年
間
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。「
祇
園
社
記
」
第
一
で
は
朝
倉
荘

が
「
永
承
元
文
書
」
に
任
せ
て
貞
応
二
年
に
料
所
に
な
っ
た
と
も
記
さ
れ
て
い
る

の
で
、
鎌
倉
期
に
は
そ
の
由
緒
は
永
承
（
も
し
く
は
承
元
）
年
間
に
あ
る
と
認
識

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
建
長
年
間
」
の
部
分
は
誤
写
で
あ
る
可

能
性
が
高
く
、「
永
承
（
も
し
く
は
承
元
）
年
間
」
と
い
う
の
が
正
し
か
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
史
料
上
の
「
建
長
年
間
」
と
い
う
部
分
を
根
拠
に
し
て
祇
園

社
が
鎌
倉
中
期
に
朝
倉
荘
を
回
復
し
た
と
解
釈
す
る
の
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ

ろ
う
。

以
上
、
第
2
〜
4
節
で
は
参
考
事
例
と
し
て
三
つ
の
所
領
を
概
観
し
た
。
こ
の

う
ち
朝
倉
保
は
建
長
年
間
に
領
有
者
の
変
更
が
あ
っ
た
と
は
み
な
し
難
い
が
、
束

荷
保
・
大
前
新
荘
に
つ
い
て
は
一
二
五
〇
年
代
に
本
主
側
が
知
行
回
復
の
た
め
の

準
備
や
訴
訟
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
得
る
こ
と
を
述
べ
た
。
講
堂
・
三
面

僧
房
の
造
畢
が
所
領
相
論
を
惹
起
し
た
と
い
う
本
稿
の
理
解
を
幾
分
な
り
と
も
補

強
す
る
事
例
に
は
な
る
と
思
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
鎌
倉
中
期
の
東
大
寺
大
勧
進
に
関
す
る
基
礎
的
な
事
実
関
係
を
整
序

し
て
従
来
の
誤
解
・
誤
認
を
正
す
と
と
も
に
、
行
勇
期
に
開
始
さ
れ
た
講
堂
再
建

事
業
の
推
移
を
明
確
に
し
、
さ
ら
に
講
堂
造
畢
が
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
で

あ
ろ
う
所
領
問
題
に
つ
い
て
相
論
の
経
過
を
復
元
し
つ
つ
確
認
し
た
。
た
だ
、
細

か
な
論
証
や
冗
長
な
説
明
に
紙
幅
を
費
や
す
と
こ
ろ
が
多
く
、
不
得
要
領
な
論
述

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
感
は
否
め
な
い
。
よ
っ
て
こ
こ
で
改
め
て
本
稿
の
論
点
を
ま
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と
め
直
し
て
お
き
た
い
。

（
1
）
行
勇
以
降
の
東
大
寺
大
勧
進
は
円
琳
・
円
審
・
了
心
と
建
仁
寺
関
係
者
が

続
き
、
了
心
の
死
去
後
に
戒
壇
院
長
老
の
円
照
が
就
任
し
た
。
史
料
Ａ
・
Ｂ

に
記
載
さ
れ
た
隆
禅
・
定
親
・
慶
鍳
を
大
勧
進
の
歴
代
に
含
め
る
の
は
誤
り

で
あ
る
。
な
お
円
琳
が
解
任
さ
れ
た
後
の
数
年
間
は
別
当
定
親
が
造
営
料
国

を
臨
時
に
知
行
し
て
い
た
。

（
2
）
講
堂
再
建
事
業
は
行
勇
末
期
に
は
建
造
作
業
の
大
方
は
完
了
し
、
円
琳
の

任
初
に
は
本
尊
の
造
像
を
開
始
す
る
段
階
ま
で
進
ん
で
お
り
、
造
畢
も
視
野

に
入
り
つ
つ
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
間
も
な
く
し
て
大
勧
進
職
を
め
ぐ
る
対

立
な
ど
が
起
こ
り
、
円
琳
〜
円
審
の
時
期
の
大
半
は
講
堂
再
建
に
進
捗
は
み

ら
れ
な
か
っ
た
。
大
勧
進
が
未
補
任
で
あ
っ
た
期
間
に
別
当
定
親
が
三
面
僧

房
の
造
営
を
手
が
け
た
が
、
東
大
寺
再
建
事
業
は
全
体
的
に
停
滞
状
況
に

あ
っ
た
。
落
慶
供
養
に
よ
っ
て
講
堂
再
建
が
終
了
し
た
の
は
了
心
が
大
勧
進

で
あ
っ
た
建
長
末
年
頃
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
）
行
勇
期
に
顛
倒
さ
れ
た
新
立
荘
保
は
造
営
期
間
を
限
っ
て
国
衙
に
付
け
る

と
い
う
条
件
で
あ
っ
た
た
め
、
講
堂
の
造
畢
に
よ
っ
て
本
主
に
よ
る
所
領
返

還
訴
訟
が
起
こ
る
可
能
性
は
高
か
っ
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
再
建
作
業
が
建

造
か
ら
造
像
に
シ
フ
ト
し
、
か
つ
大
勧
進
が
空
席
に
な
っ
た
混
乱
期
に
大
野

本
郡
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
起
こ
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
新
立
荘
保
で
は
な
い
も

の
の
得
善
保
で
も
同
じ
頃
に
国
衙
の
権
益
を
削
減
す
る
よ
う
な
訴
え
が
発
生

し
た
。

（
4
）
鎌
倉
中
期
の
所
領
相
論
は
大
野
本
郡
・
得
善
保
の
ほ
か
大
前
新
荘
で
も
生

じ
て
お
り
、
束
荷
保
で
は
訴
訟
に
至
っ
た
か
否
か
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、

本
主
が
所
領
回
復
の
た
め
に
準
備
を
し
て
い
た
徴
証
は
知
ら
れ
た
。
結
局
、

鎌
倉
中
期
の
相
論
で
本
主
が
勝
訴
し
た
の
は
得
善
保
と
大
前
新
荘
の
二
例
、

逆
に
失
敗
し
た
の
は
大
前
本
郡
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
違
い
が
出
て
く
る
所

以
は
、
お
そ
ら
く
本
主
の
政
治
力
や
治
天
・
幕
府
と
の
関
係
の
有
無
に
よ
る

と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

以
上
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
史
料
に
即
し
て
十
分
に
論
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
鎌

倉
中
期
の
東
大
寺
造
営
事
業
と
大
勧
進
に
つ
い
て
、
基
礎
的
な
事
実
は
か
な
り
の

程
度
明
ら
か
に
で
き
た
と
思
う
。
特
に
大
勧
進
了
心
の
頃
ま
で
は
、
堂
塔
造
畢
に

よ
っ
て
造
営
名
目
の
料
所
（
究
極
的
に
は
造
営
料
国
）
は
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
通
念
が
一
般
的
に
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
た
。
こ
れ
が
円
照
以
降

に
な
る
と
造
営
作
業
の
有
無
と
は
連
動
し
な
い
永
代
造
営
料
国
と
い
う
認
識
が
東

大
寺
側
で
生
じ
始
め
る
）
78
（

。
そ
う
し
た
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
十
三
世
紀
後
半
の
大

勧
進
で
あ
る
円
照
・
円
爾
・
聖
守
・
聖
然
の
活
動
と
そ
の
時
期
固
有
の
問
題
が
何

で
あ
っ
た
の
か
を
あ
ぶ
り
出
し
て
い
く
こ
と
が
、
次
な
る
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

別
の
機
会
に
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

註（48
）
延
応
二
年
四
月
二
十
三
日
九
条
道
家
御
教
書
（「
東
大
寺
大
勧
進
文
書
集
」

七
号
）、
平
岡
定
海
氏
所
蔵
「
東
大
寺
別
当
次
第
」
延
応
二
年
条
（
遠
藤
基
郞

「
平
岡
定
海
氏
所
蔵
『
東
大
寺
別
当
次
第
』
に
つ
い
て
」（『
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
研
究
紀
要
』
一
三
号
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
49
）
行
勇
に
よ
っ
て
顛
倒
さ
れ
た
新
立
荘
保
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
畠
山
聡
「
行

勇
に
よ
る
再
建
事
業
と
周
防
国
の
経
営
」（
前
掲
）、
吉
川
聡
・
遠
藤
基
郎
・
小

原
嘉
記
「「
東
大
寺
大
勧
進
文
書
集
」
の
研
究
」（
前
掲
）
の
第
三
章
で
触
れ
ら

れ
て
い
る
が
、
鎌
倉
中
期
の
講
堂
再
建
の
進
捗
状
況
や
大
勧
進
を
取
り
巻
く
状

況
と
の
関
り
で
そ
れ
ら
の
所
領
の
動
向
を
分
析
し
た
研
究
は
皆
無
で
あ
る
。

（
50
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
『
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
記
録
聖
教
類

（
巻
子
本
）』
請
求
記
号
六
一
一
五
│
一
〇
〇
│
二
一
。
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（
51
）
紙
背
文
書
に
つ
い
て
は
、
畠
山
聡
「
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
聖
教
類
の
紙
背
文

書
に
み
え
る
伊
賀
国
東
大
寺
領
関
連
文
書
に
つ
い
て
」（『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
一

〇
号
、
二
〇
〇
二
年
）。
ま
た
伝
来
に
つ
い
て
、
永
村
眞
「
中
世
醍
醐
寺
と
三

論
宗
」（『
中
世
醍
醐
寺
の
仏
法
と
院
家
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
）
は
醍

醐
寺
三
論
宗
徒
が
東
南
院
の
「
三
論
三
十
講
」
に
出
仕
す
る
た
め
抄
出
し
た
も

の
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
52
）
畠
山
聡
「
鎌
倉
時
代
中
・
後
期
の
周
防
国
と
東
大
寺
」（
前
掲
注
3
著
書
収

載
）。

（
53
）
小
原
嘉
記
「
中
世
東
大
寺
大
勧
進
関
係
史
料
の
予
備
的
検
討
」（『
京
都
女
子

大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
史
学
編
二
一
号
、
二
〇
二
二
年
。
以
下
拙
稿

Ｄ
）。

（
54
）
『
石
清
水
祀
官
系
図
』（『
続
群
書
類
従
』
第
七
輯
上
）
に
よ
る
と
、
竹
良
清

の
子
孫
に
は
「
居
周
防
国
得
善
保
」
や
「
住
遠
石
庄
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
者

が
確
認
で
き
る
。

（
55
）
な
お
史
料
Ｃ
の
後
半
に
は
得
善
保
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
章
で

扱
う
鎌
倉
中
期
の
国
衙
と
石
清
水
八
幡
宮
の
相
論
と
は
関
係
が
な
い
の
で
、
そ

の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
は
省
略
す
る
。
詳
し
く
は
拙
稿
Ｄ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
56
）
菊
亭
家
文
書
「
雑
々
日
次
抜
書
」（『
鎌
倉
遺
文
』
四
九
八
五
号
）。

（
57
）
得
善
保
の
地
頭
は
、『
吾
妻
鏡
』
文
治
三
年
四
月
二
十
三
日
条
に
「
得
善
・

末
武
地
頭
筑
前
太
郎
家
重
」
と
あ
る
の
が
初
見
で
あ
る
。
国
衙
補
任
地
頭
に
つ

い
て
は
、
田
村
裕
「
周
防
国
与
田
保
の
性
格
と
国
衙
補
任
地
頭
の
成
立
に
つ
い

て
」（『
史
学
研
究
』
一
一
九
号
、
一
九
七
三
年
）、
畠
山
聡
「
重
源
と
栄
西
に

よ
る
再
建
事
業
と
周
防
国
の
経
営
」（
前
掲
）
参
照
。

（
58
）
拙
稿
Ｂ
。

（
59
）
『
葉
黄
記
』
寛
元
五
年
正
月
二
十
六
日
。

（
60
）
石
清
水
文
書
（『
鎌
倉
遺
文
』
七
二
四
二
号
）。
な
お
関
連
文
書
と
し
て
、

（
建
長
二
年
）
八
月
二
十
九
日
関
東
御
教
書
・
同
年
九
月
二
十
六
日
北
条
長
時

書
状
（
尊
経
閣
古
文
書
纂
石
清
水
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
七
二
二
八
号
・
七
二

三
四
号
）
が
あ
る
。

（
61
）
宝
治
三
年
二
月
一
日
後
嵯
峨
上
皇
院
宣
（
尊
経
閣
古
文
書
纂
石
清
水
文
書
、

『
鎌
倉
遺
文
』
七
〇
四
四
号
）。『
石
清
水
祀
官
系
図
』（
前
掲
注
54
）
も
参
照
。

（
62
）
（
建
長
六
年
）
四
月
十
七
日
後
嵯
峨
上
皇
院
宣
（
尊
経
閣
古
文
書
纂
石
清
水

文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
七
七
三
六
号
）。

（
63
）
建
長
六
年
七
月
五
日
関
東
御
教
書
（
石
清
水
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
七
七
七

五
号
）。（
建
長
六
年
）
九
月
二
十
六
日
北
条
長
時
書
状
（
尊
経
閣
古
文
書
纂
石

清
水
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
七
八
〇
一
号
）。

（
64
）
（
建
長
六
年
）
十
二
月
五
日
後
嵯
峨
上
皇
院
宣
（
尊
経
閣
古
文
書
纂
石
清
水

文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
七
八
二
七
号
）。

（
65
）
応
仁
二
年
二
月
四
日
上
小
野
保
司
得
分
等
請
取
状
、
天
文
九
年
六
月
八
日
周

防
国
衙
年
貢
結
解
状
（
東
大
寺
未
成
巻
文
書
一
│
二
四
│
四
九
二
、
同
一
│
五

│
一
五
六
）。

（
66
）
安
貞
二
年
八
月
五
日
七
条
院
処
分
状
案
（
東
寺
百
合
文
書
ほ
函
、『
鎌
倉
遺

文
』
三
七
七
一
号
）。
以
下
の
七
条
院
領
の
伝
領
に
関
す
る
理
解
は
、
白
根
陽

子
「
七
条
院
領
の
伝
領
と
四
辻
親
王
家
」（『
女
院
領
の
中
世
的
展
開
』
同
成
社
、

二
〇
一
八
年
）
に
拠
る
。

（
67
）
建
長
三
年
十
月
八
日
修
明
門
院
譲
状
案
（
白
河
本
東
寺
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』

七
三
六
九
号
）。

（
68
）
弘
安
三
年
七
月
二
十
九
日
後
宇
多
天
皇
綸
旨
ヵ
（
東
寺
百
合
文
書
ヒ
函
、

『
鎌
倉
遺
文
』
一
四
〇
三
〇
号
）、
前
掲
注
66
文
書
。

（
69
）
（
正
嘉
元
年
）
十
二
月
五
日
某
書
状
（
壬
生
家
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
八
一
六

九
号
）。

（
70
）
拙
稿
Ｃ
。
ま
た
、
畠
山
聡
「
中
世
前
期
に
お
け
る
東
大
寺
に
よ
る
国
衙
支
配

と
在
庁
官
人
」（
前
掲
注
3
著
書
収
載
）
も
参
照
。

（
71
）
（
年
未
詳
）
十
月
五
日
亀
山
上
皇
院
宣
案
（
京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
東

大
寺
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
七
二
六
号
）。

（
72
）
保
延
三
年
九
月
日
待
賢
門
院
庁
下
文
案
（
東
大
寺
未
成
巻
文
書
、『
平
安
遺

文
』
二
三
七
五
号
）、
嘉
元
二
年
七
月
八
日
後
深
草
上
皇
処
分
状
案
（
伏
見
宮

御
記
録
、『
鎌
倉
遺
文
』
二
一
八
八
八
号
）。

（
73
）
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典

山
口
県
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
八
年
）。

（
74
）
「
祇
園
社
記
」
第
一
（『
増
補
続
史
料
大
成

八
坂
神
社
記
録
三
』）。

（
75
）
『
葉
黄
記
』
宝
治
元
年
三
月
十
一
日
条
に
は
、「
掃
部
寮
便
補
保
、
国
司
顛
倒

所
々
」
の
一
つ
と
し
て
「
周
防
国
久
賀
保
」
が
み
え
て
い
る
。
こ
れ
も
行
勇
に
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よ
っ
て
顛
倒
さ
れ
た
保
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
点
は
既
に
、
畠
山
聡

「
行
勇
に
よ
る
再
建
事
業
と
周
防
国
の
経
営
」（
前
掲
）
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

（
76
）
永
禄
九
年
八
月
十
八
日
毛
利
輝
元
袖
判
書
状
（『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
三
六
）。

（
77
）
『
増
補
続
史
料
大
成

八
坂
神
社
記
録
三
』。

（
78
）
拙
稿
Ｃ
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
1
8
Ｋ
0
0
9
4
2
の
助
成
を
受
け
た
も

の
で
す
。




